2025年　　月　　　日
スポーツ健康科学部長殿
2025年度　「立命館大学 ＋R学部奨学金」スポーツ健康科学部　申請書
以下のとおり申請いたします。
（下記に必要事項を記入し、スポーツ健康科学部事務室に提出してください。）
	学科・回生
	　　　　　　　　　　　スポーツ健康科学科　　　　　　　　　　回生　

	氏　名
	
	学生証番号
	

	携帯番号
	
	学内
メールアドレス
	＠ 　　.ritsumei.ac.jp

	2025年度春学期GPA
	
	2024年度に修得した
卒業に必要な単位数
（2回生以上）
	

	☐ 私は「立命館大学＋R学部奨学金」スポーツ健康科学部選考要項に記載の出願資格を全て満たしています。


※本出願書類に記載された個人情報は、本奨学金の選考目的以外では使用しません。

	[bookmark: _Hlk78967008]（１）活動概要（取組名称）※1文で簡単にまとめてください。



	（２）活動を行った期間 
[bookmark: _GoBack]年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

	（３）活動と学部・研究科ビジョンCREAとの関係 ※複数選択可
☐ C（異分野を紡ぐ）　　☐ R（主体的に挑む）　　☐ E（智を極む）　　☐ A（ひとと組織が輝く）



	（４）活動の成果の詳細
奨学金を得ようとする活動の成果の詳細、自身が何を成し遂げたのかを具体的に記してください。
※ 申請する活動の成果は以下の対象期間の活動の成果であり、特に正課単位取得を超えた学びについて評価します。ただし、継続した活動である場合は、対象期間以前の取り組みも活動時期を明記のうえ記載可能です。また、昨年度受給した者は、前回の取り組みとの違いを明記すること。
【対象期間】1回生：2025年4月1日から申請締切日まで　　2回生以上：2024年11月8日から申請締切日まで
[bookmark: _Hlk89782711]この活動成果が分かる根拠資料を添付してください。
（例：企業訪問・イベント・交流会の画像、研究資料・実践結果、学会の発表抄録・参加した時の画像等）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	[bookmark: _Hlk78967435][bookmark: _Hlk89782331][bookmark: _Hlk89782263]（５）申請する自身の活動の成果がもたらした社会への波及効果
[bookmark: _Hlk89782760]※自分自身に対してだけでなく、他者や社会に対する影響についても記載してください。
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